
西入間警察署では、年
末年始に向けて多発傾
向にある各種犯罪や事
故の防止を図り、皆さま
が安心して年末年始を
過ごせるように、犯罪の
予防・警戒及び取り締ま

り活動を強化します！

この制度は、犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害

者の遺族又は重症病・傷害を受けた犯罪被害者の方に、国が

犯罪被害者等給付金を支給し、再び平穏な生活を営むことが

できるよう支援するための制度です。

お問い合わせは…

埼玉県警察本部警務部警務課

犯罪被害者支援室

048-832-0110（内線2704 2705）

☆ご相談は、受付月曜日～金曜日（祝日を除く）

午前８時３０分～午後５時１５分

埼玉県警察犯罪被害者相談センター

フリーダイヤル ０１２０－３８１８５８

留守番電話に設定を！
犯人と話さなければ、騙され
ることはありません。

○必要があれば留守番電話に
要件を残します。

○犯人は声を録音さ

れることを嫌います。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処

に関する法律」は、（国民の間に広く拉致問題その他北朝

鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深める

ため、）毎年12月10日から16日を「北朝鮮人権侵害問題啓

発週間」と定めています。警察では、拉致に関与したとし

て北朝鮮工作員等10人について逮捕状の発付を得て国際手

配を行うとともに、拉致容疑事案及び北朝鮮による拉致の

可能性を排除できない事案の全容解明に努めています。ど

んな小さなことでも結構ですので、情報をお寄せ下さい。

情報提供先 県警察本部外事課

情報提供専用ダイヤル 048‐838‐3759

埼玉県重点
①自転車の交通ルールの遵守

（交通反則通告制度導入の周知）
②自転車乗車時のヘルメット着用促進
③高齢者の交通事故防止
④飲酒運転の根絶

西入間警察署重点
①自転車乗車時のヘルメット着用促進及び自転車
に対する交通反則通告制度導入の周知啓発

②「西入間地区手をあげて横断歩道をわたりまし
ょう運動」の推進

国際電話利用停止については、西入間
警察署若しくは最寄りの東坂戸駐在所
にご連絡ください。



【県みどり自然課作成のチラシ】 【熊出没マップ】

ＱＲコード 左記ＱＲコードは埼玉県自然課

で発行した「クマに注意」につな

がるチラシと埼玉県みどり自然課

で公開しているツキノワグマ出没

マップです。

私達が生活する坂戸市から山間部までは相当な距離があり
ますが、紅葉を見に行ったり、山菜を取りに行ったりするな
ど山間部に足を運ぶことがあるかと思います。その際は、熊
の目撃情報があることを理解して、美しい紅葉を見ながら散
策してもらい、美味しい山菜を収穫してもらえばと思います。
熊被害にあわないよう、安全第一でお願いします。


